
(別紙第3）

’ ’
財産の管理者の後見等を受Iナ
るべきことを命ずる処分の申遡 不要
て

保全処分 本案 申立権者 手数料
(円）
即時抗告 新法等(※1）

旧法,旧規則等
(※2）

財産の管理者の適任等の申立
て

後見開始

保佐開始

補助開始

夫婦財産契約による財
産の管理者の変更

共有財産の分割

遺産の分創

破産手親が開始され

た堀合における夫婦財

産契約による財産の管
理者の変更等

職権‘事件の関係人

職権.事件の9 係人

職権事件の儲 係人

職権,事件の関係人

ー

聡権,事件の関係人

職権事件の関係人

不要

×

ー

×

1261

1341.126

1431， 126

1581

(独立にはでき
ず.財産管理者

変更の審判に附
帯して行われ
る｡）

2001

242m， 158
I

規231

灘 301

蒜 30の81

規47, 1061,2
31

規48m, 106
1.231

規1061 ．231

特規25,規476
48m, 1061.2

31

後見開始 本案審判の申立人

保佐開始 本案審判の申立人

補助開始及び補助人

の同窓を得なければな
畠方1-,行塗、密妨

本案審判の申立人

硯幡者等の魔務執行停止の申
立て

成年後見人解任

成年後見監督人解任

保佐人解任

保佐監督人解任

補助人解任

補助監督人解任

特別養子縁組の成立

特別養子縁組の離縁

親権喪失,親樋停止又
は管理椎喪失

親権者指定

親権者変更

未成年後見人解任

未成年後見監督人解
任

遺言執行者の解任

任逢後見監督人解任

任意後見人解任

親桧を行う者につき破
産手鏡が開始された
場合における管理擢
裏失

職権,本案審判の申立人

職権.本案審判の申立人

職権,本案審判の申立人

職権.本案審判の申立人

職権本案審判の申立人

職椛,本案審判の申立人

本案審判の申立人

本案審判の申立人

本案審判の申立人

本案審判又は本案鯛停の
申立人(※3）

本案審判又は本案鯛停の
申立人〔※3）

職擢,本案審判の申立人

職擢,本案審判の申立人

本案審判の申立人

職権,本案審判の申立人

職権.本案審判の申立人

本案審判の申立人

不要



●

保全処分 本案 申立権者
手数料
(円）
即時抗告 新法等(※1）

旧法.旧規則等
(※2）

親椛者等の職務代行者選任の
申立て

成年後見人解任

成年後貝監督人解任

保佐人解任

保佐監督人解任

補助人解任

補助監督人解任

特別養子縁組の成立

特別養子縁組の離縁

親橿喪失,親椎停止又
は管理櫓喪失

親権者の指定

親指者の変更

未成年後見人解任

未成年後見監督人解
任

通言執行者の解任

任室後顧礁悟人解任

親椎を行う者につき破
産手練が開始された
塙合における管理権
喪失

職櫓,本案審判の申立人

職権,本案審判の申立人

職樋,本案審判の申立人

職権.本案審判の申立人

職稔,本案審判の申立人

職権.本案審判の申立人

本案審判の申立人

本案審判の申立人

本案審判の申立人

■

Ｊ

グ

ｒ

ｒ

Ｐ

E案審判又は本案調停の
ﾖ立人(※3）

酉
制
毎
Ｆ

月案審判又は本案鯛停の
ヨウ人〔※3）

職権.本案審判の申立人

職権.本案審判の申立人

本案審判の申立人

職権,本案審判の申立人

本案審判の申立人

不要 ×

1271

127V, 127

I

135, 1271

135, 1271

144. 1271

144. 1271

1661

166V, 166
r

1741

175Ⅲ

175m

181.1271

181． 1271

2151

2251.127

I

242m’ 174

I

規86.741

規92m,741

規93m,741

規93m,741

規93m,741

規93m､74I

規64の5【

規64の12，64
の51

規741

規70,741

規72,741

規86,741

規92X,741

規1261．741

特規3の9m,規
741

特親27,規74【

仮差押え･仮処分その他の保
全処分の申立て

子の監璽に関する処

分

夫婦間の憾力扶助に
関する処分

夫掲財産契約による財
産の管理者の変更等

共有財産分割

婚姻費用の分担に関
する処分

財産の分与に関する
処分

親権者の指定

親椎者の変更

扶養の碩位の決定及
びその決定の変更又
は取消し

扶饗の程度又は方法
についての決定及びそ

の決定の変更又は取
消し

通産の分割

破産手綾が開始され
た堀合における夫婦財

産契約による財産の管
理者の変更等

本案審判又は本案鯛停の
申立人(※3）

案鯛停の

本案審判の申立人又は夫
婦の他の一方

一

ｐ
Ｊ
Ｐ
、
■
Ｐ

尺案審判又は本案調停の
ﾖ立人(※3）

亨
夕
Ｆ
Ｆ

良案審判又は本案調停の
1立人《※3）

■
Ｊ
Ｆ
Ｆ
Ｄ
●

目案審判又は本案調停の
1立人(※3）

ロ
ュ
Ｆ
ｐ

尽案審判又は本案調停の
I立人(※3）

本案審判又は本案調停の
申立人(※3）

本案審判又は本案調停の
申立人(※3）

本案審判又は本案鯛停の
申立人又は相手方(※3）

本案審判の申立人又は夫
婦の他の－方

1000 ○

15710

1571

158Ⅱ

(独立にはでき
ず.財産管理者
変更の審判に付
随して行われ
る｡）

1571@

1571@

1751

1751

1870

187②

200n

242m. 158

Ⅱ

規52の2，61

規46,95.52の
2

規47, 1061,5
2の2

規48m, 106
1．52の2

規51,52の2

規56.52の2

規70,52の2

規72,52の2

規95,52の2

規95,62の2

規1061,52の
2

特規25.規47,
1061



※1 『民法｣は民法, 「民保｣は民事保全法.いずれも配瞳がないものは家事事件手統法を示す。

※2「規｣は家事審判規則， 「特規｣は特別家事審判規則‘ 「法｣は家事審判送‘「民法｣は民法W「民保』は民事保全法を示す。

※3旧法下における申立椎者は‘本案審判の申立人(又は相手方)のみであり.本案調停の申立人(又は相手方)は含まれない．

※4 110条第1項各号に掲げる保全処分に関するものを除く。

※5原状回復の裁判に対する不服を理由としてその本体である審判前の保全処分を取り消す裁判に対し､即時抗告をすることができる。

、

保全処分 本案 申立権者
手数料
(円）
即時抗告 新法等(※1）

旧法,旧規則等
(※2）

養子となるべき者の監趙者還
任の申立て

特別養子縁組の成立 本案審判の申立人 不要 ○ 1661 規64の51

児宣との面会又は通信の制限

の申立て
都遭府県に措置につ
いての承鯉

本案審判の申立人 不要 ○ 239 特規18の2

即時抗告が提起された場合に
おける審判前の保全処分の執
行停止の申立て又は執行処分
の取消しの申立て

即時抗告 即時抗告提起人 500 × 111 規15の3m

審判前の保全処分の取消しの
申立て

ー

職権,本案の麗容審判に
対して即時抗告権を有す
る者

不要 O(X4) 1121 規15の41

審判前の保全処分を取り消す

審判における原状回復の申立
て

■■■■ 保全処分の債務者 不要 O(X5) 115，民保33
法15の3Ⅶ､民
保33

財産の管理者の権限外行為の
許可の申立て

管理
立て
者に対する報醜付

後見開始

保佐開始

補助開始

夫蝿財産契約による財
産の管理者の変更

共有財産の分割

遺産の分割

破産手続が開始され
た場合における夫婦財
産契約による財産の管
理者の変更等

後見開始

保佐開始

補助開始

夫婦財産契約による財
産の管理者の変更

共有財産の分割

遺産の分割

破産手続が開始され
た堰合における夫蝿財

産契約による財産の管
理者の変更等

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

ー

財産の管理者

財産の管理者

不要

不要

不要

不要

不要

一

不要

不要

×

126Ⅷ,民28

134Ⅵ､民法2
8

148Ⅵ,民法2
8

158m,民法2
8

独立した申立
ては不可

200m,民法2
8

242m. 158

Ⅲ、民法28

126Ⅷ,民法2
gⅡ

134Ⅵ､民法2
9Ⅱ

143Ⅵ,民法2
9Ⅱ

158m，民法2
9Ⅱ

独吉した申立
ては不可

200m,民法2
9Ⅱ

242m， 158

m.民法29n

法15の31法1
6‘民28

法15の31.法1
6．民29Ⅱ


